
2－1　高齢者福祉の推進

関連するSDGs

現状と課題

● 本町では高齢化が進行していますが、高齢者が
住み慣れた地域で安心安全に暮らせる「地域包
括ケアシステム（※）」の構築に向けた取組により、
高齢者福祉を推進しています。

● 本計画策定時の人口推計によると、今後、町の高齢者数は減少しますが、計画期間終了となる令和12
（2030）年には高齢化率は40％近くに達する推計結果となっており、要介護認定者の増加等が懸念さ
れます。

● 介護予防に資する様々な取組やサロン活動・就労支援等を通して、高齢者の健康や生きがいづくりを
推進しています。引き続き、介護保険事業の適正な運営のために予防事業に取り組むとともに、介護
の状態になった時には必要な支援が受けられる環境の整備と充実が求められます。

● 地域包括ケアシステムにおいて「共助」に位置づけられる介護保険等の適正な運営に努めています。

福祉・医療が充実し、
お互いを認め合えるまちづくり

高齢者と幼稚園児のふれあい・交流

ヨガ教室

2
基本目標
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施策の方向

（1）高齢者福祉の充実

①地域支援事業等の実施により高齢者の日常生活を支援するとともに、民生委員・児童委員と連携のうえ、
高齢者への福祉サービスの充実に努めます。また、現在の地域福祉センターが津波浸水想定区域である
ことから移転を進めていきます。

②湯浅町社会福祉協議会や NPO（※）、ボランティア団体等と連携し、地域と一体となった生活支援を行う
とともに、地域見守り協力員と民生委員・児童委員が連携して地域での見守りに取り組みます。

（2）高齢者の生きがいづくりの推進

①ボランティア活動等の社会貢献の機会の確保に
努めます。

②サロン活動や自主サークルによる教室等の実施
を通して、健康の保持や介護予防対策を推進し
ます。

③高齢者の持つ豊富な知識・経験・技能を地域社
会に活かし、活躍できる場を提供できるよう取
り組みます。

（3）健康づくり・医療体制の充実

①ヨガ教室や高齢者筋力トレーニング教室等によ
り保健事業と介護予防の一体的な実施に取り組
み、高齢者の健康維持・増進を支援します。

②医療や介護が必要となった場合、在宅において
安心して治療・介護が受けられるよう、地域ケ
ア会議等による多職種連携の推進や地域課題の
共有等により、医療・介護サービスの連携と質
の向上に努めます。

（4）高齢者の災害・緊急時体制の整備

①独居高齢者等に災害・緊急時に備えた要援護者名簿への登録を促すとともに、特に必要な方を優先して
避難支援計画の策定を進め、災害・緊急時の対応の円滑化を推進します。

②独居高齢者等への緊急通報システムの貸出により、コールセンターによる日中の見守りや湯浅広川消防
組合との緊急連絡の確保に努めます。

（5）介護保険事業の適切な運営

①介護保険制度や介護予防の重要性についてわかりやすい情報提供を行うとともに、要介護認定を受けた
方の状態に応じて介護保険サービスを利用できるよう相談体制の充実に努めます。

②介護事業者に対する助言・指導を適切に行い、在宅と施設との連携を推進するとともに、居宅介護・施
設介護が適正に実施されるように努めます。

高齢者筋力向上トレーニング

ほのぼの茶話ごう会
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2－2　子ども・子育て支援の推進

関連するSDGs

現状と課題

● 本町においては少子化が進んでいることに加え、
共働き世帯や核家族の増加に伴い、子育て家庭への支援を一層強化することが求められる現状となっ
ています。また、児童虐待の防止対策、障がい児施策、ひとり親家庭への支援等、様々な視点からの
取組が必要とされています。

● 町立認定こども園が2か所、私立認定こども園が1か所、私立保育園が1か所あります。認定こども園では、
保護者の就労に関係なく入園することができ、延長保育や一時預かり保育等施策の充実により、乳幼
児期の子どもと共働き等の子育て家庭を支援しています。また、待機児童を発生させないため、保育
士の適正な人員配置に努めます。

● 小学校が5校（1分校を含む）、中学校は1校あります。子どもが個性を活かし健やかに育つよう、知・徳・
体にわたる「生きる力」が身につく教育の充実に取り組んでいます。また、放課後児童クラブ（学童
保育所）により、小学生児童の放課後の適切な遊び場と居場所の確保に努めています。

● 若い世代の結婚・出産・子育ての環境を整え、出生数を増やしていくことが重要な課題になっています。
少子化の要因として、結婚の晩婚化、子育てや教育に関する経済的な負担、将来にわたる収入への不
安等が挙げられます。これらの課題に対して、結婚・出産・育児に関する様々な支援や情報提供を行
うとともに、子ども・子育て支援の充実により子育てしやすい環境づくりを推進することが必要です。

健やかに育つ子ども

子ども食堂

57



施策の方向

（1）子ども・子育て支援の充実

①湯浅町子育て世代包括支援センターに専任保健師を配置し、妊娠期から子育て期における切れ目のない
支援に取り組みます。

②保育所を認定こども園とし、幼児教育の充実を図っていきます。それに伴い、保育士のスキル向上も求
められるため、研修等を実施していきます。

③児童虐待問題については、湯浅町要保護児童対策地域協議会を中心として児童虐待防止のネットワーク
強化に努めます。

④ひとり親同士の交流や子ども食堂の実施により、ひとり親への支援や子どもの居場所づくりを行います。
⑤湯浅町地域子育て支援センターを拠点として、家庭訪問や研修会等を通じて子育て相談体制の充実を図

り、子育てネットワーク化を推進することにより、今後とも幅広い子育て支援業務を行い、子どもを産
み育てやすい社会環境づくりに努めます。

⑥放課後児童クラブ（学童保育所）においては、全ての児童が放課後を安心安全に過ごし、多様な体験・
活動を行うことができるよう、適切な遊び場の提供と、年齢の異なる児童間の遊びを通じた交流を促進
していきます。また、町内各施設については、老朽化や利用児童数を勘案しつつ改修・整備を進めます。

⑦延長保育・一時預かり事業等の保育の実施や、広域による病児・病後児保育の実施により、共働きやひ
とり親家庭等を支援します。

⑧家庭環境に対する配慮や、人権を大切にする心を育てる保育の推進及び充実を図るため、家庭支援推進
保育士を配置し、児童の処遇向上と健全な育成に努めます。

（2）経済的負担の軽減

①出産祝い金制度や在宅育児支援事業給付金等について、要件の緩和や内容の拡充等を検討し、出産・育
児に係る経済的負担の軽減を図ります。

②乳幼児の医療費の負担を無料とする「乳幼児医療費助成制度」と、本町独自の施策で小学校入学時から
18歳までの子どもを対象とした「子ども医療費助成制度」を実施し、子育て家庭の経済的負担の軽減
を図ります。

③ひとり親家庭の医療費の負担を無料とする「ひとり親家庭等医療費助成制度」により、ひとり親家庭の
経済的負担の軽減を図ります。

④障がいのある子どもに対して、国の手当のみではなく町の単独事業として「湯浅町障害児手当金」を支
給し、家庭の経済的負担の軽減を図ります。

（3）結婚・就労に関する支援

①県の事業や関係機関との連携により、男女の出会いの場の創出等について支援します。
②ハローワーク等の関係機関と連携して、子育て家庭が安心して働ける職場の実現のため、民間企業や事

業所等への普及啓発に努めます。
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2－3　障がい者（児）福祉と社会保障の充実

関連するSDGs

現状と課題

● 障がいのある人もない人も同じように生活し、
活動できる社会環境を目指すノーマライゼーションの理念は、障がい者（児）福祉を推進するうえで
重要な視点です。障がいのある人が暮らしやすい体制づくりのため、障害福祉サービスの充実や公共
施設等のバリアフリー（※）化・ユニバーサルデザイン化を推進するとともに、本町では「障がいを理由
とする差別をなくす条例」を策定し「合理的配慮」（※）や「心のバリアフリー」（※）に関する普及啓発に努
めています。

● 生活の安定と医療の確保及び健康の維持増進を図る社会保障制度は、年金、医療、公的扶助、社会福
祉等の分野から成り立っています。本町では国、県と連携しながら、国民年金、国民健康保険、後期
高齢者医療制度を運営し、社会保障制度への住民の理解を深め、持続可能な制度の安定化に努めるこ
とが求められます。

手話教室

エレベーターの設置と段差の解消
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施策の方向

（1）在宅サービスの充実と障がいに関する理解の促進

①障がいのある人の在宅福祉の向上のため、訪問系サービスの充実を図ります。
②地域住民に対して障がいに関する理解を啓発することにより、地域社会への生活移行を支援します。
③手話や点字教室を開催し、障がい者支援に繋がるように努めます。

（2）日中活動の支援

①障がいのある人の活動を支えるため、日中活動系サービスの充実を図ります。
②一般就労への移行を促進するため、ハローワークや紀中障害者就業・生活支援センターと連携し、就労

支援に取り組みます。

（3）相談支援体制の整備

①関係機関と連携や専門相談員の配置等により、障がいのある人とその家族に対する相談支援体制の強化
に努めます。

（4）公共施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進

①公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を推進し、誰もが安心安全で快適に暮らせる福
祉のまちづくりを推進します。

（5）社会保障制度の充実

①国民健康保険事業の財政運営主体である和歌山県と連携しながら安定的な事業運営に努めます。
②国民年金制度について、広報や関係窓口等において普及・啓発に努め、年金加入と納付の促進を図ります。
③日本年金機構との連携により、年金相談の充実を図ります。

（6）生活困窮者等への支援

①生活困窮者に対し、「生活困窮者自立支援法」に基づき関係機関と連携して自立支援を行います。
②生活保護制度により、生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な

最低限度の生活を保障するとともに、自立支援に取り組みます。
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2－4　健康増進と保健・医療の充実

関連するSDGs

現状と課題

● 本町では、住民が生涯にわたって健康に生活で
きるよう、各種健診や予防接種を新型コロナウ
イルス感染症等各種感染予防に努めながら実施
しています。また、健（検）診後の保健指導や
健康相談を実施し、リスクの早期発見や予防に努めています。住民がライフステージ（※）に応じて健康
増進に取り組めるよう周知・啓発に努めています。

● 本町の病院や診療体制について、医師・医療スタッフの確保や産婦人科・小児科等の不足が課題となっ
ています。平成26（2014）年度より周産期医療ネットワーク協議会に参加し、産科施設の確保に努
めていますが、小児科専門医も町内に不在であるため、小児科専門医師及び産科・婦人科医師の確保
に向けて県及び医師会等関係機関に要望を続け、必要な医療体制の確保と充実に努めています。

健康診断の啓発活動

高齢者を対象とする「お元気体操」
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施策の方向

（1）健康づくり支援体制の充実

①多くの町民が生活習慣の改善に取り組めるよう、健康推進員を中心に、様々な機会を通じて普及啓発を
行います。また、医療機関や健康づくり団体等との連携を深め、町民の自主的な健康づくりを推進します。

②「健康日本21有田保健医療圏域計画」オレンジパワープランⅡや「湯浅町国民健康保険データヘルス
計画」に基づき、町民の健康づくりを推進します。

（2）各種健（検）診・保健指導の充実

①がん検診クーポン券の発行や広報・情報提供等により健（検）診の受診を勧奨して受診率の向上を図る
とともに、健（検）診結果に基づく保健指導や精密検査の受診率向上に努めます。

②栄養教室や運動教室を開催し、住民のライフステージに応じた健康づくりや生活習慣の改善を支援します。

（3）母子保健体制の充実

①湯浅町保健センター、保育所、認定こども園、学校が情報共有のうえ、子どもの発達を保障・支援する
プログラムの開発を行い、育児の不安に対する
支援体制を促進します。

②母子保健推進員・家庭支援専門員の連携体制に
より、家庭訪問等による地域ぐるみの育児支援
を推進します。

③全ての児童に対して、5歳児健診の実施及び健診
フォロー体制を整え、子どもの健全な発育を支
援します。

④湯浅町保健センターを拠点として乳幼児健診や
相談体制の充実を図るとともに、児童虐待の予
防と早期発見に努め、母子保健事業を推進します。

（4）保健・医療体制の充実

①小児科及び産科・婦人科医師の確保に向け、県及び医師会等関係機関に要望を続けます。
②夜間・休日の緊急患者を受け入れる医療機関の体制づくりに向け、県・近隣市町・湯浅広川消防組合と

協議を進め、救急医療体制の充実に努めます。

育児相談
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2－5　人権意識の高揚と男女共同参画の実現

関連するSDGs

現状と課題

● 人権とは、私たちが幸せに生きるための権利で
あり、人種や民族、性別等に関わらず一人ひとりに備わった権利です。本町では「人権を大切にする
まちづくり条例」に基づき、高齢者、障がいのある人、子ども、外国人や女性等、あらゆる立場の方
に関する人権啓発と人権教育を推進し、部落差別（同和問題）の解消等、人権に関する様々な取組を
進めています。

● 男女がお互いの人権を尊重し、性別に関わりなく、各人のもつ個性と能力を発揮できる男女共同参画
社会の実現が求められています。女性の就労環境は徐々に改善されつつありますが、男女の労働条件
や給与・処遇面での格差是正のため、男女共同参画に資する取組を更に推進する必要があります。

YYまつりにおける人権啓発

町民人権学習会
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施策の方向

（1）人権問題への取組の推進

①部落差別（同和問題）をはじめ、女性や子ども、高齢者、障がいのある人等に対する人権侵害等、様々
な人権問題解決に向け、人権意識を醸成するため、より一層人権啓発及び人権教育を推進します。

②部落差別（同和問題）を解消することを目的として「湯浅町部落差別をなくす条例」を令和元（2019）
年10月1日に施行しており、「湯浅町部落差別解消推進基本計画」を策定する等の取組を進めます。

③障がいのある人に対する理解を深めるため、手話・点字教室等を開催し、共生社会の実現に努めます。また、
学校においては教育活動全体を通じて、人権が尊重される社会づくりを推進します。

④インターネットや SNS（※）の悪用によるプライバシー侵害等の新たな課題について、正しい理解と認識
を深める人権啓発を行います。

⑤湯浅町人権尊重委員会をはじめとする関係機関と連携し、総合的・効果的な人権施策を推進します。ま
た、ゆあさ YY まつり等の行事や機会を活かし、多様な人権啓発や人権相談を行います。

⑥各隣保館において就労相談を実施し、雇用の場の確保に努めます。
⑦地域における隣保館の利用促進に取り組みます。

（2）男女共同参画に向けた取組の推進

①「湯浅町男女共同参画基本計画」に基づき、関係機関と連携のうえ男女共生社会実現に向けて総合的な
取組を推進するとともに、あらゆる分野で男女が共に参画し、その個性と能力を十分に発揮できる社会
の実現に努めます。

②様々な行事や機会を活用し、男女平等・女性の社会進出の重要性についての啓発活動を実施します。
③男女共同参画の視点に立った子育て支援や介護・福祉支援施策を推進するとともに、女性が働きやすい

職場環境づくりやワークライフバランス（※）の実現に向けて、事業者に対して、働く場における男女共同
参画の意識高揚と周知啓発に努めます。

④ DV（ドメスティックバイオレンス）（※）等による暴力被害を防止するため、関係機関との連携強化や相
談体制の充実を図ります。

成人式における人権啓発
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